
令和３年度わかやまジビエフェスタ広告宣伝業務仕様書 

 

１ 事業名 

令和３年度わかやまジビエフェスタ広告宣伝業務 

  

２ 業務目的 

わかやまジビエフェスタ２０２１―２０２２のＰＲを効果的に行い、参加飲食店への集

客につなげることで、わかやまジビエのブランド力・認知度を向上、消費量を拡大させる。 

 

３ 業務内容 

（１）広告宣伝に係るコンセプトの提案 

 

（２）ＰＲ資材の作成（デザイン含む）及び配布 

  １）パンフレット（Ａ５冊子） 

   規 格：カラー印刷 

   掲載内容：写真、店舗紹介 

       ※参加店舗の料理等の写真については、受託者により撮影すること。 

       ※基礎データ（店名、住所、電話番号、営業時間、定休日、駐車場、料理名、

PR文 等）は、県より提供。その他、必要な情報がある場合は、受託者

により調達すること。 

   部 数：８，０００部以上 

  納品期限：１０月末 

  納品場所：和歌山県庁 畜産課 

  配布エリア：和歌山県を中心とした近隣エリア 

      ※配布先について具体的に示すこと。 

 

  ２）リーフレット（Ａ４両面、Ａ４両面 ３つ折りリーフレットは必須） 

   規 格：カラー印刷 

   掲載内容：写真、店舗紹介 

       ※参加店舗の料理等の写真については、受託者により撮影すること。 

       ※基礎データ（店名、住所、電話番号、営業時間、定休日、駐車場、料理名、

PR文 等）は、県より提供。その他、必要な情報がある場合は、受託者

により調達すること。 

   部 数：２５，０００部以上（うちA4両面 ４，５００部以上） 

  納品期限：１０月末 

  納品場所：和歌山県庁 畜産課 

  配布エリア：和歌山県を中心とした近隣エリア 

      ※配布先について具体的に示すこと。 



３）ポスター 

   規 格：カラー印刷 

部 数：４５０枚以上（県へ２５０枚納品、その他は受託者により配布） 

  納品期限：１０月末 

  納品場所：和歌山県庁 畜産課 

  配布エリア：和歌山県を中心とした近隣エリア 

       ※配布先について具体的に示すこと。 

 

  ４）わかやまジビエフェスタＷＥＢサイトの更新 

   ＵＲＬ：https://www.wakayama-gibier.com 

  更新内容：サイトデザイン、店舗情報・写真など 

       ※参加店舗の料理等の写真については、受託者により撮影すること。 

       ※撮影日時の案内は受託者が行うこと。 

       ※基礎データ（店名、住所、電話番号、営業時間、定休日、駐車場、料理名、

PR文 等）は、県より提供。その他、必要な情報がある場合は、受託者

により調達すること。 

 

  ５）わかやまジビエフェスタインスタグラムの更新 

   アカウント名：wakayama_jibier_festa 

   更新内容：店舗情報・写真など 

        ※参加店舗の料理等の写真については、受託者により撮影すること。 

        ※撮影日時の案内は受託者が行うこと。 

        ※基礎データ（店名、住所、電話番号、営業時間、定休日、駐車場、料理

名、PR文 等）は、県より提供。その他、必要な情報がある場合は、

受託者により調達すること。 

 

 

  ６）その他 

   １）～３）以外にも効果的なPR資材がある場合は、提案すること。 

   

※１）～６）の最終的なデザインについては県との協議のもと決定することとしますが、

イメージ案を示すこと。 

   ※１）～６）のデザインデータファイル、写真データを提出すること。 

 

（３）メディアを介した情報発信 

  実施日：県の記者発表日～令和４年２月２８日（月） 

  対象エリア：和歌山県内を中心とした近隣エリア 

  内 容：イベント開催の告知、わかやまジビエの魅力発信 等 



      ※告知手法と告知エリアを具体的に示すこと。 

      ※SNSを活用する等、個人へリーチする情報発信の手法も提案すること。 

 

（４）その他、集客のために効果的と考える内容（プレゼントキャンペーンの方法、内容等）

があれば提案すること。 

 

４ 実績報告書 

  事業終了後、３月１８日（金）までに実績報告書を提出すること。 

 

 

5  その他 

（１）県と連絡を密に業務を遂行するものとし、必要に応じて随時調整を行う。 

（２）契約金額には、本委託業務遂行に係るすべての経費を含む。 

（３）仕様書に明示のない事項又は疑義、変更が生じた場合は県と協議し決定。ただし、協

議の成立が困難な場合は、県側の解釈による。 

（４）受託者が上記各条件に違反した場合は、県が委託業務の一部又は全部を解除し、委託

料を交付しない又は交付している委託料の一部若しくは全部を返還させる場合がある。 


